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JSGニュースレター

「⼟地建物⼀体課税 2.0」所得税法関連

改正条⽂が⽴法院を正式通過

クライアント各位

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

2021 年 4 ⽉ 9 ⽇付けで「⼟地・建物⼀体課税 2.0（中国語︓房地合⼀税

2.0）」所得税法関連改正条⽂が⽴法院を正式通過（中国語︓三読通過）

しました。総統による公布後、2021年 7⽉ 1⽇から施⾏されます。2016

年 1 ⽉ 1 ⽇以降取得のすべての不動産、予約販売住宅（中国語︓預售

屋）、地上権に対して、改正後の課税規定が適⽤されます。

⼀、財政部のプレスリリースによる「⼟地・建物⼀体課税 2.0」の主なポ

イントは、以下のとおりです。

(⼀) 個⼈による⼟地・建物の短期譲渡に⾼税率が適⽤される保有期間を延

⻑した。居住者である個⼈の⼟地・建物取引について、保有期間が 2

年以内の場合の税率は 45％、2 年超５年以内の場合の税率は 35％と

し（詳細は下記表 1参照）、個⼈による不動産の短期的な投機的取引

の抑制を図る。税務申告は、所有権の移転登記⽇、建物使⽤権の取引

⽇、予約販売住宅及びその建設地の取引⽇、株式または出資額取引⽇

それぞれの翌⽇から起算して 30⽇以内に実施しなければならない。



(⼆) 営利事業も個⼈に準じて保有期間に応じて税率を分けて課税する。営

利事業による⼟地・建物取引について、保有期間が 2年以内の場合の

税率は 45％、2 年超 5 年以内の場合の税率は 35％、5 年超の場合の

税率は 20％（詳細は下記表 2 参照）とする。営利事業による不動産

の短期的な投機的取引を抑制し、個⼈が営利事業の設⽴という⼿法を

通して⼟地・建物を短期売買し、税負担の回避を図ることを防⽌す

る。年度の営利事業所得税確定申告においては、当該税額を分離計算

した上で、合算して申告納税する。

(三) ⼟地価格増加総数額（中国語︓⼟地漲價總數額）の控除規定が改正さ

れた。⼟地増値税と⼟地・建物⼀体課税の税率差を利⽤し、⼟地譲渡

時の価格を公⽰地価である「公告⼟地現値」よりも⾼く設定して申告

計算に⽤いるという⼿法での税負担の回避を防⽌する。控除可能な⼟

地価格増加総数額が明確化され、当該年度の「公告⼟地現値」から前

回譲渡時の申告価格（中国語︓前次移轉現值）を減じて計算する⼟地

価格増加総数額を限度額とし、超過部分は控除できない。ただし、⼟

地価格増加総数額の超過部分について計算・納付する⼟地増値税は費

⽤として処理することができる。

(四) 予約販売住宅及びその建設地に係る取引について、⼀定条件の株式ま

たは出資額に合致する場合は⼟地・建物取引とみなし、異なる⼿法で

不動産の投機的取引を⾏い税負担の回避を図ることを防⽌する。

(五) 推定計算する費⽤率が 5％から 3％に引き下げられ、新たに新台湾ド

ル 30 万元の限度額が設定された。個⼈が証憑を提出しない場合、税

務機関がその費⽤の推定計算の基礎を、より実態に基づいて査定でき

るようにする。もし実際に⽀払った費⽤が当該推定⾦額を超過した場

合は、納税義務者は関連証憑を提出し、査定を受けることができる。

営利事業が⼟地・建物取引に係る所得について、帳簿や書類を提出し

ない場合、税務機関は資料を調査し、原価または費⽤を査定しなけれ

ばならない。資料が得られない場合は、個⼈による⼟地・建物取引の

原価・費⽤の規定に基づき、処理する。

(六) 独資、パートナーシップ組織の営利事業による⼟地・建物取引に係る

所得は、独資の事業主またはパートナーシップ組織のパートナーが個

⼈所得税の規定に基づき、申告及び納税を⾏い、当該税額は、独資、

パートナーシップ組織の営利事業の所得税に含めない。独⽴した法⼈

格を有する営利事業の所有権の登記主体が営利事業⾃体であるのに対

して、独資、パートナーシップ組織の営利事業の⼟地・建物は、登記

所有権者が個⼈であるためである。



(七) 以下の項⽬については本改正条⽂の影響を受けない。

1.税率 20％の規定が従来通り適⽤される場合

（1） 個⼈及び営利事業の保有期間が 5 年以内の⼟地・建物につい

て、⾮⾃発的な要因による取引

（2） 個⼈及び営利事業が保有する⼟地に建設業者が建物を建設後、

保有期間が 5年以内の取引

（3） 建設業者により建設された建物を完成後、初めて譲渡する⼟

地・建物の取引

（4） 個⼈及び営利事業が、⼟地、合法的な建築物、その他の権利ま

たは資⾦を提供し、都市再開発及び⽼朽化した建築物の建て替

えに関与する場合、⼟地・建物を取得して初めての譲渡であ

り、かつ保有期間が 5年以内の取引

2.個⼈及び営利事業による保有期間が 5年超の⼟地・建物の取引

3.⾃⼰居住⽤の⼟地、建物として保有し満 6 年以上登記されている物

件の取引について、税率 10％及び最⼤免税額として新台湾ドル 400

万元の規定を従来通り適⽤する。

⼆、 本条⽂の改正前と改正後の保有期間及び税率は以下のとおりです。

【表 1】個⼈（改正条⽂第 14条の 4）
適⽤対象 保有期間

税率

現⾏ 改正案

居住者

（個⼈）

45% 1年以内 2年以内

35% 1年超 2年以内 2年超 5年以内

20% 2年超 10年以内 5年超 10年以内

15% 10年超 10年超

⾮居住者

（個⼈）

45% 1年以內 2年以内

35% 1年超 2年超

【表 2】営利事業(改正条⽂第 24条の 5)

適⽤対象 保有期間

税率

現⾏ 改正案

台湾国内法⼈

45% 2年以内

35% 2年超 5年以内

20% ⼀律適⽤ 5年超

台湾国外法⼈
45% 1年以內 2年以内

35% 1年超 2年超
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日商組新聞稿 

立法院三讀通過「房地合一稅 2.0」 

相關所得稅法修正條文 

 

 
 

立法院今(9)日三讀通過「房地合一稅 2.0」相關所得稅法修正條文」，俟總

統公布後，將自 110 年 7 月 1 日起施行，凡交易 105 年 1 月 1 日起取得之

不動產、預售屋及地上權者，適用修正後課稅規定。 

一、 財政部新聞稿說明本次房地合一稅 2.0 修正要點如下： 

(一) 延長個人短期交易房地適用高稅率之持有期間，居住者個人交易

持有 2 年以內房地，稅率 45%；持有房地超過 2 年，未逾 5 年，稅

率 35%（詳附表），以抑制個人短期炒作不動產。應於完成所有

權移轉登記日之次日、房屋使用權交易日之次日、預售屋及其坐

落基地交易日之次日、股份或出資額交易日之次日起 30 日內申

報。 

(二) 營利事業比照個人依持有期間按差別稅率課稅，營利事業交易持

有 2 年以內房地，稅率 45%；持有房地超過 2 年，未逾 5 年，稅率

35% ；持有房地超過 5 年，稅率 20%(詳附表 2)，以抑制營利事業

短期炒作不動產，防杜個人藉由設立營利事業短期買賣房地，規

避稅負。於年度營利事業所得稅結算申報時分開計算稅額，合併

報繳。 

(三) 修正土地漲價總數額減除規定，防杜利用土地增值稅稅率與房地

合一所得稅稅率間差異，以自行申報高於公告土地現值之土地移

轉現值方式規避所得稅負，明定得減除之土地漲價總數額，以交

易當年度公告土地現值減除前次移轉現值所計算之土地漲價總數

http://www2.deloitte.com/tw/tc.html
http://www2.deloitte.com/tw/tc.html


額為限，超過部分不得減除，但其屬超過部分土地漲價總數額計

算繳納之土地增值稅得以費用列支。 

(四) 納入交易預售屋及其坐落基地、符合一定條件之股份或出資額，

視為房地交易，防杜藉由不同型態炒作房地產規避稅負。 

(五) 推計費用率由 5%調降為 3%，並增訂上限金額為新臺幣 30 萬元，

使稽徵機關對於個人未提示證明文件之費用推計基礎更符實情；

倘實際支付費用超過該金額者，納稅義務人仍得自行提出相關證

明文件，核實認定。營利事業未提示有關房地交易所得額之帳

簿、文據者，稽徵機關應依查得資料核定成本或費用，倘無查得

資料，比照個人房地交易推計成本、費用規定辦理。 

(六) 獨資、合夥組織營利事業交易房地之所得，由獨資資本主或合夥

組織合夥人依個人規定申報及課徵所得稅，不計入獨資、合夥組

織營利事業之所得額，以反映獨資、合夥組織營利事業之房地，

其登記所有權人為個人，與具獨立法人格之營利事業得為所有權

之登記主體有別。 

(七)下列各項不受修法影響： 

1. 維持 20%稅率者 

(1) 個人及營利事業非自願因素交易持有期間在 5 年以下之房地。 

(2) 個人及營利事業以自有土地與建商合建分回房地後，持有期間在 5

年內之交易。 

(3) 建商興建房屋完成後第一次移轉之房地交易。 

(4) 個人及營利事業提供土地、合法建築物、他項權利或資金參與都

市更新及危老重建者，其取得房地後第一次移轉且持有期間在 5

年內之交易。 

2. 個人及營利事業交易其持有超過 5 年之房地。 

3. 自住房地持有並設籍滿 6 年之交易，維持稅率 10%及免稅額度新

臺幣 400 萬元。 

 

二、 彙總修正前後持有期間及稅率如下： 

(一) 個人（修正條文第 14 條之 4） 

適用對象 持有期間 

 

稅率 

現制 修正條文 

境內個人 

45% 1 年以內 2 年以內 

35% 超過 1 年；未逾 2 年 超過 2 年；未逾 5 年 

20% 超過 2 年；未逾 10

年 

超過 5 年；未逾 10

年 

15% 超過 10 年 超過 10 年 

非境內個人 45% 1 年以內 2 年以內 

35% 超過 1 年 超過 2 年 

 

 



(二) 營利事業(修正條文第 24 條之 5) 

適用對象 持有期間 

稅率 

現制 修正條文 

境內法人 

45%  2 年以內 

35% 超過 2 年；未逾 5 年 

20% 未區分 超過 5 年 

非境內法人 
45% 1 年以內 2 年以內 

35% 超過 1 年 超過 2 年 
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